
☆一定規模以上のものとは、以下の条例等に基づく「規模（面積）」のも

ので、該当する建築物では、「廃棄物処理責任者の選任」や「計画書の提

出」が必要となります。 

 

 

岩国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（抜粋） 

（事業用大規模建築物） 

第３条 条例第 14条第１項に規定する事業用の大規模建築物（以下「事業用大

規模建築物」という。）は、次のとおりとする。 

(１) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）

に規定する特定建築物 

(２) 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）に規定する大規模小売

店舗 

(３) 前２号に準ずる事業用大規模建築物として、市長が指定した建築物 

（廃棄物管理責任者の選任） 

第４条 条例第 14条第２項に規定する廃棄物管理責任者は、排出される廃棄物

の状況を常時把握できる者のうちから選任するものとする。この場合において、

事業用大規模建築物の占有者又は事業用大規模建築物の管理について権原を

有する者があるときは、当該占有者又は権原を有する者を条例第 14条第２項

に規定する所有者とみなす。 

（選任の届出） 

第５条 条例第 14条第２項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した選

任書によるものとする。 

(１) 選任者（前条の規定により選任をした者をいう。以下同じ。）の住所及び

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

(２) 事業用大規模建築物の名称及び所在地 

(３) 廃棄物管理責任者の住所、役職名、氏名及び連絡先 

２ 選任者は、前項の選任書の内容に変更があったときは、その日から 30日以

内に、当該変更事項を記載した変更選任書により、市長に届け出なければなら

ない。 

３ 選任者は、選任の届出をするとき、及び毎年の５月 15日までに、次に掲げ

る事項を記載した当該年度における廃棄物の減量及び再利用に関する所定の

計画書を作成し、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業用大規模建築物の名称及び所在地 

(２) 廃棄物管理責任者の氏名 



(３) 排出廃棄物の種類及び量 

(４) 減量及び再利用する廃棄物の種類、量及びその方法 

(５) 残渣排出廃棄物の種類、量及び処分方法 

４ 前項の計画書は、毎年の３月 31日以前の１年間における実績に基づき、４

月１日以後の１年間について作成するものとする。ただし、選任の届出をする

とき、及びその他実績がないときは、この限りでない。 

 

 

大規模小売店舗立地法（抜粋） 

 （基準面積）  

第３条  基準面積は、政令で定める。 → 千平方メートル 

２  都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その生活環境から判断して、

前項の基準面積を超える他の基準面積とすることが適切であると認められる区

域があるときは、当該区域について、条例で、周辺の地域の生活環境の保持に必

要かつ十分な程度において、同項の基準面積に代えて適用すべき基準面積を定

めることができる。  

３  前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければなら

ない。  

 

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（抜粋） 

（特定建築物） 

第１条  建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）

第２条第１項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分

の延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一

項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。）が３千平方メートル以上

の建築物及び専ら学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する

学校の用途に供される建築物で延べ面積が８千平方メートル以上のものとする。 

１ 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場  

２ 店舗又は事務所  

３ 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校（研修所を含む。）  

４ 旅館  


